
指定管理者候補者選定基本調書

団体

構造規模

施設規模　敷地面積 ８，１１３．５７㎡（国土交通省用地６１７㎡）
　　　　　　　延床面積 ４，６９６．７３㎡
施設構造　鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄骨造５階建
施設内容　１階　　アトリウム、道の駅情報ターミナル　１，８９０．４３㎡
　　　　　　　２階　　資料展示コーナー、レストラン　　 　 　　８８１．０２㎡
　　　　　　　３階　　会議室　　　　　　　　　　　　　　　　    　　７３８．５１㎡
　　　　　　　４階　　事務室                                        　 ６８３．３０㎡
　　　　　　　５階 　 会議室、和室、庭園　                         ４５１．６８㎡
　　　　　　　塔屋                                                           ５１．７９㎡
　　　　　　　駐車場　　１３６台
開所年月　平成８年４月

所管課 経済部農政課

２　募集概要・応募状況

募集要旨
【導入目的】

指定管理による施設運営を実施することにより、施設の効果的・効率的な管理運営を
行い、市民サービスの向上及び経費の節減等を図るため。

１　施設概要

施設名称 川口緑化センター

設置目的

川口の伝統産業である植木を中心とする花き等の特産農業の振興を図り、豊かな自然
環境の保全と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

所在地 川口市大字安行領家８４４番地の２

【５年総額】 875,387,000円

利用料金 有り

応募団体 1 （公益財団法人川口緑化センター）

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） ５期目

選定種別

公募

※非公募理由

（参考）前指定期間 773,108,000円
指定管理料
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川口市大字安行領家８４４番地の２

３　経済部専門委員会における選定結果 ⇒詳細は資料９ページを参照

法人の目的

法人の事業

代　表　者 理事長　栗原　明宏

主な業種 サービス業（緑化産業の振興及び施設管理）

法人の目的
植木・花と造園の特産農業の振興、豊かな自然環境の保全及び
緑化振興事業の促進を図り、もって伝統ある「植木の里」の健全な
る育成と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

第一位指定管理者候補者

名　　称 公益財団法人川口緑化センター

代表団体

所　在　地

役員の状況

所　在　地

代　表　者

主な業種

法人の事業 緑化産業の振興及び施設管理

役員の状況 理事１４人、監事２人

構成団体１

構成団体２

所　在　地

代　表　者

主な業種

法人の目的

法人の事業

役員の状況

312/360

【選定理由】

指定管理料 5年総額　875,260,000円

専門委員会における
審査点数

第一次審査 第二次審査

・応募時に提出された書類を確認したところ、当該法人が川口緑化センターの設置目的を達成するた
め設立された法人であり、緑化センターの開所時から管理運営を担っていることから、施設を十分に
理解し、指定管理制度に移行した後においても、法人がこれまで培ってきたノウハウを十分に生か
し、施設の管理運営及び農業・緑化産業団体等との間で地道に構築してきた信頼関係等を築いてき
ていることや、法人の財務や税金の支払いの状況等についても、問題のないこと。
・選定基準に、「申請者が１者であっても選定及び評価会議及び専門委員会で審査し、指定管理者の
候補者としての適否を判断し、委員合計総得点が６割以上に満たなかった際には再度公募を行う。」
とあるが、審査表は１名最大９０点、委員合計総得点は最大３６０点、委員合計総得点の６割は２１６
点という中で、専門委員会において公益財団法人川口緑化センターの得点は３１２点であったことか
ら基準を満たした。
以上のことを踏まえ、出席委員全員が賛成し、当該法人の選定に至った。
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